
１９３ 

第1回定例会会議録 

 

平成２９年  ３月  ７日（火）  

開  議  午 前 １ ０ 時 ０ ０ 分 

○議長（古越  弘君）   おはようございます。  

 これより、本会議を再開します。  

 ただいまの出席議員は１４名、全員の出席であります。  

 理事者側でも全員の出席であります。  

 直ちに本日の会議を開きます。  

 

－－－日程第１  一般質問－－－    

○議長（古越  弘君）   日程に従い、これより、一般通告質問を続行します。  

 順次発言を許可します。  

 

頁  通告番号  氏    名  件        名  

１９３  ６  小井土  哲  雄 

国保税の資産割に異議あり  

迅速な除雪作業を  

新生活改善の普及を  

２０９  ７  池  田  健一郎 
２万人都市構想の進捗は  

健康寿命の延伸について  

 

 通告６番、小井土哲雄議員の質問を許可します。  

 小井土哲雄議員。  

（７番  小井土哲雄君  登壇）    

○７番（小井土哲雄君）   おはようございます。  

 通告６番、議席番号７番、小井土哲雄です。  

 先ほど、議会開会前の打ち合わせで、消防課長より、５日に防災ヘリの墜落の簡

単な報告がございまして、９名全員お亡くなりになりました。そして、佐久広域の

隊員もお亡くなりになったということで、心から御冥福をお祈りいたします。  

 それでは、質問に入ります。  
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 今回、１点目が国保税資産割に異議があるということで通告してございます。  

 国保税の資産割は町内に資産がある者には課税され、町外に資産を持つ者には課

税されない、二重課税とも捉えられる資産割は不公平感に感じるが、課税方法を見

直す考えがあるのか町長に質問したいと思います。  

 今回の質問は、国保資産割に異議を申し上げるものであり、町長の議員時代から

の信念からすれば、見直しが必要であり、廃止すべきものとお考えになるのではと

思い、投げかけるものです。  

 振り返りますと、平成２５年に１億４ ,０００万円ほどありました国保会計の基

金を取り崩し、それでも、足りないであろうとの予測から、翌年平成２６年４月よ

り、平均２２％の増税となり、それでも足りない可能性から、法定外繰り入れ

２ ,０００万円を３年間、合わせますと６ ,０００万円の繰り入れとなりました。  

 今議会では２億２ ,０００万円ほどの予備費、基金とも捉えることができる額が

残すことができたので、２９年度予算には上程されておりません。  

 この件につきましては、今回上程されるようであれば、これだけの予備費がある

ことからして、法定外繰り入れに反対するつもりでございましたから、まずはよか

ったと思っています。そして、これからも、なお一層、保健福祉課を中心とした御

努力を望みます。  

 ただし、２億２ ,０００万円の予備費といっても、現状１カ月７ ,１００万円ほど

の持ち出しがあることからしますと、３カ月先までの国保会計の担保とすると２億

３００万円となりますので、現状の予備費２億２ ,０００万円がほぼ３カ月先まで

の基金となりますので、決して安心できる額とは思えません。早めの健康診断、健

診を町民の皆さんにはお願いしたいものでございます。  

 さて、町長にお聞きしますが、国民健康保険税は、医療分、支援分、介護分の

３つから成り立ち、それぞれの賦課方式で税率が定めています。賦課方式は、地方

税法に規定されており、国民健康保険事業に要する費用を、所得割額、資産割額、

被保険者均等割額、世帯別平等割額により按分する４方式で成り立っており、当町

においてもこの４方式での徴収となります。  

 しかしながら、県内におきましては、３つの自治体が資産割を除いた３方式での

徴収と聞き及んでいます。さらに、世帯別割を除いた２方式もあるようであります。  

 ただし、被保険者の自己負担分を除いた経費２分の１が国、県の補助で、残りの
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２分の１が保険税となりますので、資産割もしくは世帯別割がない場合は、所得割、

平等割の税率が増すことになる仕組みはわかりますが、資産割の不公平と思われる

部分を申し上げるので、お聞きいただき、御判断をお聞かせ願いたいと思います。  

 資産割は、土地、建物の固定資産税に着目し賦課しているが、金融資産等には賦

課されない。住んでいる町の固定資産税だけが賦課対象となり、他の自治体に固定

資産があっても対象外である。相続登記の名義変更を行っていない固定資産税には

賦課されない。住居用資産のように、収益性のない土地、建物の固定資産にも賦課

する。したがって、所得のない方にも資産割は課税されるため、低所得者層の負担

となっております。  

 このようなことを総合しますと、御代田町に住所があり、仮に東京にアパートを

所有していたり、駐車場を所有し、多くの所得があった場合、当然でありますが、

所得税はかかるにしても、他の自治体に住所があれは、国保の場合は資産割がかか

りません。また、同じ住所地で所得を生む固定資産があっても、社会保険ではかか

らないことからしますと、これは不公平な税であると言わざるを得ません。特に、

国保の被保険者は、かつて自営業者や農業者が大半でありましたが、現在ではその

割合は低くなり、かわって無職者や低所得者が多く加入しており、固定資産も住居

資産が多く含められていると考えられます。  

 町長が議員のころ、弱者救済を前面に出し、国保税軽減を主張していたことから

も、今回の私の提案には御賛同いただけるものと考えます。  

 このようなことから、国保税の資産割を見直すべきと町長にお聞きするところで

すが、幾つか不公平と思われることを述べてみましたが、それだけで町長に判断い

ただけるかとは思いますが、国保税の仕組みは、保健福祉課であり、徴収は税務課

となりますので、どちらかの課長より資産割に係る税収は年間どのくらいなのかお

知らせいただき、その後、町長よりお考えをお聞かせいただきたいと思います。  

○議長（古越  弘君）   古畑保健福祉課長。  

（保健福祉課長  古畑洋子君  登壇）    

○保健福祉課長（古畑洋子君）   それでは、まず、私のほうから、尐し国民健康保険の関

係についてお話をさせていただきますが、国民健康保険の賦課方式の見直しに関し

てでありますが、当町では、先ほどから議員おっしゃっているように、国民健康保

険税については、所得割、資産割、均等割、平等割の４方式を採用しております。
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これは、医療費の需要に対応した一定の税収を確保するために採用しているもので、

医療給付分、後期高齢者支援金分、介護納付金分それぞれに充てております。  

 県内では、先ほどからもお話がございますが、長野県松本市、長野市、軽井沢町

を除いた７４市町村で、９割以上でございますが４方式を採用しております。全国

的にみても７割近い自治体が４方式を採用している状況でございます。  

 当町におきましては、資産割による税収でございますが、年間３ ,４００万円ほ

どとなっております。  

 仮にこの資産割を廃止いたしますと、減収を補うために所得割及び均等割の税率

が引き上げられることが必要となります。それによりまして、税負担がより一層重

くなることも懸念されます。また、所得割につきましては、景気の変動に左右され

やすいといった面がございます。小さい自治体においては、国民健康保険を安定的

に運営し続ける上では慎重な検討が必要ではないかと考えております。  

 また、議員の質問の中での二重課税ということでございますけれども、こちらに

つきましては、一般的に同一の目的で同一の課税客体に税金を賦課することを指し

ます。国民健康保険税の資産割につきましては、国民健康保険に必要な経費に充て

る目的で、国民健康保険加入者世帯に賦課しており、一方、固定資産税は、町の行

政サービスの費用に充てる目的で、固定資産の所有者に賦課しているもので、目的

が異なります。  

 以上のことから、国民健康保険税の資産割額は二重課税には当たらないというふ

うに思っております。  

 平成３０年度からやはり国民健康保険改正に伴いまして、現在、県と代表１０市

町村で構成される国保運営連携会議におきまして、長野県における国保運営方針等

の検討が現在進められているような状況でございます。この中では当然国保税の算

定方式についても検討されているところでございますので、当課といたしましても、

国民健康保険の財政運営の主体が移行後におきましても、賦課方式、保険税率等に

つきましては、各市町村でそれぞれ決定することとなっておりますので、今後、県

の方針も踏まえた上で、当町の国保運営協議会の場で検討してまいりたいと考えて

おります。  

 以上でございます。  

○議長（古越  弘君）   茂木町長。  
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（町長  茂木祐司君  登壇）    

○町長（茂木祐司君）   お答えさせていただきます。  

 国保税の課税に対する不公平感という御指摘ですけども、現在、町が２２％の大

幅な値上げということをお願いをさせていただいた中で、私どもの計画としまして

は、市町村の運営から県に移管されるという、そのときまでの国保の安定的な経営

ということを視野に入れて、この値上げ幅を決めさせていただいたところでありま

す。  

 したがいまして、私どもの現在の計画は、県に移管されるまでの間の計画となっ

ております。したがいまして、それは、国保運営委員会でも認められて、そういう

計画になっておりますので、いずれにしても、県に移管されるまでの計画は、現状

のままの運営となっておりますので、もし見直しが必要であるということになりま

すと、その計画以降の運営状況というものをどのように考えていくのかという検討

課題にはなろうかと思いますけども、現在、その前に見直すという作業はもともと

の計画の中にありませんので、今後の課題になるのかなというふうに思っておりま

す。  

 以上です。  

○議長（古越  弘君）   小井土哲雄議員。  

○７番（小井土哲雄君）   保健福祉課長のほうの答弁でありました行政的なとる側からす

るとこれこれこうだということで、二重課税ではないという答弁になるかと思いま

すが、払う側とするとそうじゃないんです。それは、法で決まってますから、これ

は目的税ですから、そこに使うんだから当たり前という、そういうくくりで捉えれ

ば、それはそうなんでしょうけど、固定資産税を払っています、税です、資産税割

で保険に充てますと、だから、よろしいんですというのは、それは、お国の勝手な

主張かと私は思うんです。インターネット等々で調べても、この資産割については

二重課税だという書き込みが相当あります。だから、一般国民、町民はそう捉えて

いるのではないでしょうか。ただ、職員とすれば、そういうお言葉かもしれません。  

 そんなとこで、町長が、柳澤町長のころも、元町長、私が、２２％国保税増税の

ときも一般質問をさせていただきました。あんまりじゃないかって、今まで町長が

やってきた政治的な信念といいましょうか、物の考え方からすると、あまりにもお

かしいじゃないですかというようなことも一般質問でした経緯がございます。そん
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なこともあって、さっきの柳澤町長の話、そのときもしたんですけど、当時は１億

円程度の基金しかなかったのに、町長、議員のころ一生懸命、国保税１億基金ある

んなら下げろと言って、柳澤町長ももう頭に来たのか、もうあんまりうるさいって

とったのかわかりませんけど、結果的に、国保税わずか下がりました。当時かかわ

っていたんでしょうけど、赤旗のかわら版に、共産党議員頑張って国保税下げまし

たと、大きく書かれていたことを覚えています。それは町長も御存じなことかと思

いますし、つくり話でも何でもございません。  

 そういう町長の姿勢からすると、これそうだよね、これおかしいよねって思って

くれるのかなという期待感がありましたが、今の答弁では、そういう考えがないと

いうことでございます。  

 町長おっしゃった、安定的経営、県に移管されるまでというようなお話もござい

ました。国保税、国民健康保険運営協議会でもその方向が決まっているような言い

方、今なさいましたけど、前回運営協議会にかけたのは２２％増税に対する案件が

係ったことであって、この資産割についてのことは話されていないはずなんです。

その辺、町長間違いじゃございませんか、お聞かせください。  

○議長（古越  弘君）   茂木町長。  

○町長（茂木祐司君）   私どもが計画を立てる段階では、今の課税方式はずっととられて

いたわけですので、現状の制度の中での計画ということでありますので、特に、じ

ゃあ資産割をどうするかとか、どれをどうするのかというような議論は恐らくして

ないかというふうに思います。  

○議長（古越  弘君）   小井土哲雄議員。  

○７番（小井土哲雄君）   たまたま国保運営協議会でも決まっているというふうな今お話

しましたんで、それ違いますかと問いましたら、違うということで、簡単に何か、

全部丸ごと一緒に思い込みの答弁は御勘弁願いたいです。トップとして、そういう

ことを突っ込まなきゃそのまま流れちゃって、またこういう話を聞いた人も、ああ

そうなんだって納得しちゃう部分ありますから、そういう軽はずみな答弁は御遠慮

願いたいと思います。  

 いずれにしても、これ一遍町長の今までの政治姿勢、物の考え方からすれば、そ

れは、今のお立場からすると国保税守らなきゃいけない、当時の議員のころとはお

考えが違うように受け取ることができるんですけど、資産割見直し、御代田町国民
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健康保険運営委員会に協議いただきたいと思いますが、再度、町長いかがでしょう。  

○議長（古越  弘君）   茂木町長。  

○町長（茂木祐司君）   県内の状況として、長野市、松本市、軽井沢町が資産割を導入し

ていないということにつきまして、やはり、比較的収入の多い方が加入しているこ

とによって、比較的安定的な運営できているところなのかなという印象を持ってお

りますけども、私どものような小さな自治体としては、なかなか先ほどお話があり

ましたように、加入している方々が低所得者層、退職した方だとか無職の方だとか、

そういう低所得者の方が加入しているという現状にあるわけです。  

 それで、今いろいろ御指摘いただきましたが、この点につきましては、我々の計

画としましては、県の運営に移行するまでは、現在の計画で進めるということの変

更はございません。しかし、その後、県に移行されてどうなっていくのかというこ

ともまだ不透明な部分もありますので、議員御指摘の課税が極めて不合理であると

いうことであれば、それは検討の課題にはなるだろうというふうに思います。  

 以上です。  

○議長（古越  弘君）   小井土哲雄議員。  

○７番（小井土哲雄君）   町長に期待している部分あるんですけど、こういうことは一番

親身になって受けとめてくれるんじゃないかという期待を持っての質問なんですけ

ど、今の答弁お聞きしますと、こういう小さな自治体ではできません。でも、その

小さな自治体で町長は、その昔、１億円基金取り崩して安くしなさいよと、その先

のことを考えていたかどうかわりませんけど、そういうことを主張しておられた方

なのです。ですから、わかっていただけるんじゃないかということで私は提案して

いるところでございます。そして、低所得者が加入しているということももちろん

御存じで、じゃあ低所得者が固定資産税払って、資産税割も払って、それで果たし

てよろしいんでしょうか。この優しい御代田町をつくろうとしている町長のお考え

からすれば、もうのってくれるものだと私は信じていたとこでございます。そして、

不合理性も述べられましたけど、不合理性があればというような今答弁でございま

したけど、町長自身は不合理性をどうお考えになりますか。  

○議長（古越  弘君）   茂木町長。  

○町長（茂木祐司君）   国民健康保険そのものが、まず基本的には国民健康保険といいな

がら、国を責任を負うのではなくて、今地方自治体にその責任を負う状況になって
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います。そういうことから考えますと、過去におきましては、国からの手厚い支援

の中でこの事業が運営できたわけですけども、しかし、残念ながら、国からの支援

というものが大きく削られた中で、どこの自治体でも今、この国保の運営は非常に

苦労しているというのが、全国多くのところの共通の問題です。  

 こうしたことを考えますと、私としましては、この国民健康保険というものの存

続というのが、今一番重要な課題ではないかと思います。国民皆保険ということで、

この国保の担っている役割は極めて大きい。この国保が破たんしてしまえば、保険

制度がまさに崩壊してしまうという状況にあるかと思います。こうしたことを念頭

にやはり考えていかなければいけませんし、国保税に関しましては、低所得者層の

方が加入している方が多いということから、それに対する軽減策もとって運営させ

ていただいております。  

 不合理があるかどうかということにつきましては、でも、実際には、もうこの課

税方式でずっとやっているわけですし、県内９割以上の自治体がこの課税方式でや

っているということになりますと、それも不合理と言っていいのかどうかというこ

ともなかなか難しい問題かと思いますが、提起された内容についても、まだ私自体

が今お話伺って、それを検証してあるわけではありませんので、いずれにしても、

今の計画、次の計画に進むときに、こうした問題も含めて、必要があれば検討の対

象にはなるだろうというふうに思っています。  

 以上です。  

○議長（古越  弘君）   小井土哲雄議員。  

○７番（小井土哲雄君）   御代田町町長、茂木祐司町長だからできるんじゃなかと期待し

て御相談したところでございます。しかし、どうも無理そうでございますけど、ま

た、引き続き質問していきたいと思いますけど、今の答弁の中でも、国からの支援

が打ち切られるってまた答弁なさってますけど、打ち切られていないですよね、尐

なくはなっています。そういう危ない発言をちょっと注意しておいたほうがいいの

かなと思います。  

 今回３件ございまして、この国保税に３０分かける予定でございますんで、残り

の部分ちょっと思いを伝えたいと思いますが、御代田町の現状を見ますと、人口増

になっていますが、転入の割合が多いと長期振興計画でも分析しています。転入者

が多いということは、町外に固定資産を持っておられる可能性が考えられます。そ



２０１ 

の方々から資産割を徴収しなさいという話ではなく、平等に町内に住んでいる方か

ら資産割を廃止していただきたいと、そんな意味の平等性を訴えたところでござい

ます。  

 今回の質問は、この放送をお聞きになる、また、議会だより等々でこんな質問が

あったということで、町民の皆さんに尐しでも税の仕組みをわかってもらうことも

必要なのかなとそんなことも考えたところでございます。  

 また、今回の件にかかわらず、多くの案件がある中、職員の皆さんは、町のため

に一生懸命働いていただいております。その結果は、おのずと町長の成果となりま

す。それは、仕組みとして当たり前なのでしょう。ただ思うに、職員任せであると

も捉えることができます。今回の資産割は、もしかしたら、仕組みを改善すること

からすると、職員の立場では考えられないことかもしれません。  

 そこで、町長のこれまでの政治信念、信条からすると、よい提案をいただいた、

今後、その方向に向かい、国民健康保険運営協議会で協議いただき、よい結果が出

るよう、誠心誠意方向性が出せるよう努力すると、こんな答弁が私の中では欲しか

ったところでございます。  

 今後も引き続き、住民に、低所得者に優しいまちづくりのためにも、この件につ

いては、引き続きチェックしていきたいと思っております。  

 次の質問に入ります。  

 件名は、迅速な除雪作業を。要旨としまして、ことしも１月に２度の降雪があり、

住民と除雪業者が作業に追われた。迅速な除雪作業に当たり質問します。  

 先月の２月１４日、記録的な大雪から丸３年となりました。その教訓が生かされ

ているかも含めての質問となりますが、ことしも１月に２０ cmを超える雪が降り、

その雪が溶けないうちに、さらに降られ、皆さん大変な思いをしたことと思います。  

 除雪に関しましては、それぞれの思いがあるかと思いますが、２月１５日に行わ

れた町民と議会の語る会では、御代田町の除雪はなかなかよいと思われる方が多く

おられ安心した部分もございますが、苦情があることも現実かと思います。必要な

場所だけ降ってもらえたらいいのですが、自然相手ではかなうものではありません。  

 この質問では、迅速な除雪についてお聞きしますが、まず、除雪業者とシーズン

前に除雪会議が行われているはずですが、今シーズンと前シーズン、業者より要望

も含め、どのような話し合いが行われたか端的にお知らせください。  
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○議長（古越  弘君）   大井建設水道課長。  

（建設水道課長  大井政彦君  登壇）    

○建設水道課長（大井政彦君）   お答えいたします。  

 町が管理する道路延長は約２２５ kmあり、そのうちの６割に当たる約１４０ kmの

道路を指定し除雪作業を行っています。除雪会議は、御代田町に入札参加資格があ

り、除雪機械を保有する町内の建設業者を中心に構成しています。本年度は、新規

参入する会社もありまして、例年よりも早くから会議を設けさせていただきました。

１１月２日と１１月８日に行った会議では、各社の除雪作業に使用する除雪機械の

機種と、各社に担当してもらう除雪路線、１次出動路線と２次出動路線について協

議し、除雪業務に係る契約等について確認いたしました。  

 会議の中では、除雪作業の実施に伴う道路上の支障物や突起物の対応についても

話し合いがありました。また、各家の出入り口に寄せられた雪を道路に出さないよ

うに周知するなどの要望をいただいたところでございます。  

○議長（古越  弘君）   小井土哲雄議員。  

○７番（小井土哲雄君）   そもそも除雪で一番に求められることは、緊急車両が動けるよ

うにすることかと思います。中には、透析に行かなくてはならないが、自動車が雪

で動けない場合などでは、第２次路線、それ以外であっても、優先して町から除雪

業者に連絡があり除雪しているようであります。緊急車両、命にかかわることが優

先されることは当然であり、その確保にはスピード感が求められることから、自動

車の乗り捨ては自分勝手な行動となりますので、御注意願いたいものです。  

 私も何度かペイローダー、車両系建設機械で除雪をしたことがあるので感じます

が、除雪会議に出たかどうかわからないんですが、下水マンホールが多いかと思い

ますが、舗装面よりわずかでしょうが突起した部分に除雪中ぶつかり、排土板がめ

くり上がることもあると聞いております。おのずと舗装面より出ている構造物にも

衝撃がかかり、破損することも考えらます。業者の皆さんも舗装面を出そうとすれ

ば、排土板を舗装に当てて除雪しますので、突起物があれば、当然当たり前に衝撃

がかかります。これは一般的には事故となります。その事故による運転者のけがは

自分持ち、さらに、マンホール、止水弁、あるいは消火栓等々に対する補償もしな

さいでは、路面に排土板を浮かせた状況での除雪となってしまいます。そして、機

械による除雪後、塩カルをまきますが、雪の上に塩カルをまくのか、舗装面を出し
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てまくのかでは、塩カルの効き方も大きく差が出るものと感じます。速度を出すこ

とによる衝撃を回避するために、ゆっくりとした除雪が望まれるのか、怖がること

なくスムーズな除雪を行い、２次路線に早く作業にいけるのか、おのずと答えはは

っきりしていますし、スムーズな除雪に対する改善が求められていると思います。  

 除雪会議では、舗装面より突起している止水弁、消火栓、マンホール等の危険箇

所が報告されていると思いますが、改善状況は、あわせて除雪会議で突起物に対し

改善が求められ、また改善されていないことによる事故で、作業員のけがの補償、

突起した構造物破損等による補償はどのようになるのかお知らせください。  

○議長（古越  弘君）   大井建設水道課長。  

○建設水道課長（大井政彦君）   議員御指摘ありがとうございます。まさしく除雪作業に

対しましてはそういったことが課題になってございます。  

 まず、要望があったかどうか、要望もございます。要望に対する改善状況でござ

いますが、除雪作業の支障となる道路占用物の突起物につきましては、平成２６年

度から各社に調査をお願いし、事前に報告いただいた支障物件が７６カ所ありまし

た。支障物件の内訳は、下水道マンホールが６７カ所、水道施設が３カ所、雨水排

水マンホールが２カ所、道路側溝等が４カ所でございます。それらの支障物の補修

は、占用者である施設管理者に改善の依頼をし、補修工事を実施していただいてお

ります。平成２６年度から平成２８年度の３カ年で補修工事を実施しました。実施

年度と箇所数につきましては、２６年度に２５カ所、２７年度に３１カ所、２８年

度に３カ所の補修工事を依頼してございます。残りの８カ所については、児玉荒町

線などの現在道路改築工事を予定している場所でございます。  

 それと、けがの補償や突起物破損等の対応でございますが、通常、各除雪業者に

は委託要請が決まった後、道路の現状について、ウイークポイントも含めて事前に

把握していただいていますが、除雪作業中、大雪等によってマンホール等の道路占

用物や縁石の位置確認が不可能なために道路施設の破損があった場合は、町で復旧

工事をしています。ちなみに、今シーズン、下水道マンホール蓋の破損が１カ所ご

ざいまして、不可抗力として町で復旧したことがございます。また、突起物による

作業員のけがについては、各社で加入している自動車保険で対応していただいてい

るのが現状でございます。通行の安全を確保するだけではなく、オペレーターの安

全確保も重要なことでございます。今後もスムーズな除雪ができますよう作業に支
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障となる箇所の聞き取り調査を行って、早期改善に努めていきたいというふうに考

えてございます。  

○議長（古越  弘君）   小井土哲雄議員。  

○７番（小井土哲雄君）   今お聞きしたら、平成２６年度で７６カ所、徐々に改善されて

いるようでございますけども、改善しても、本当にし切れているのか、突起したと

ころにすりつけといいましょうか、しても、それが、一般車が通ることによって、

また下がって、結局突起しているという部分も数多く見られるんじゃないかと、そ

ういうことも考えられるかと思います。毎年シーズン前には除雪会議が行われ、今

言ったような危険箇所というか、修繕をしていただきたいような箇所の話も出るか

と思います。その都度、しっかり耳を貸していただいて、修繕を早めにしていただ

いて、何しろ早い除雪作業、それにはスピード感、スピード感には支障物がない、

そういうことになりますんで、繰り返しになりますけど、１次路線が終われば、２次

路線に早くいける、町民の皆さんも助かるというローテーションになるかと思いま

すので、しっかりとした対応、また、会議をお願いしたいとも思います。  

 お聞きしたところによりますと、時間との勝負なんで、早めに除雪が望まれるが、

突起物に激突し、これまでに業者で何人もの作業員が肋骨にひびが入る、あるいは

むち打ちにある、こんなことを私は伺っております。やっぱりそういうことがある

と、怖くてスピード、除雪ですから、そんなに馬鹿げたスピードは出すもんじゃも

ちろんございませんけど、除雪に必要なスピードありますんで、その辺十分理解し

ていただいて、今後も起こり得る、また、入学式のころ、昔だとどか雪って大きな

雪が降ったことも過去何回もございますので、対応をお願いしたいと思います。  

 そして、今、現状、町でお借りしている除雪機械がございます。これは、何カ月

借りて、そのリース料はお幾らなものなのかお聞かせ願いたいと思います。  

○議長（古越  弘君）   大井建設水道課長。  

○建設水道課長（大井政彦君）   お答えいたします。  

 除雪の機械は、平成２６年度から毎年リースしてございます。今年度のリース契

約期間は１２月１５日から３月１４日までの３カ月で、リース料金は１０５万２ ,０００円

でございます。  

○議長（古越  弘君）   小井土哲雄議員。  

○７番（小井土哲雄君）   必要なリース機械であるとは思います。そこで思うのは、



２０５ 

１０５万っていいますと、１０年で１ ,０００万超えちゃいます。２６年、２７、

２８、２９、もう４年間、４００万円を超えるリース料になっているわけですが、

それ考えますと、使う期間が限られて無駄という考え方の方もいらっしゃるかもし

れませんけど、１００万を超える金額の３カ月のリース料であれば、中古なら何年

か先を見れば買えるんじゃないかと思いますが、そのほうが町にとっても支出が尐

なく、除雪に限らず、土砂災害にももちろん、台風とかあったときの土砂災害にも

もちろん緊急的に機械を使うことができますんで、将来的にリースではなく中古機

械を買うような考えはございますでしょうか。  

○議長（古越  弘君）   大井建設水道課長。  

○建設水道課長（大井政彦君）   お答えいたします。  

 小井土議員がおっしゃるとおり、長い目で見れば、購入を考えたほうが安価であ

り、町の財産にもなるので、購入したほうがいいという考え方もございます。我々

も検討はしてきております。御存じのとおり、除雪機械はとても高額で、本来でし

たら、年間通して使用できる汎用性のある機械を保有することが望まれます。現在

借りている機械は除雪専用機でございますが、１年を通じて保持するとなると、２年

に１回の車検、こちら１２万円が必要になります。それと、自賠責保険も２年に１回

４万６ ,０００円の支払いが生じます。そのほか、年次点検１万４ ,０００円と任意

保険６万円も毎年かかってきます。これらの維持費だけでも、毎年約１６万円かか

ることになります。  

 ３年前の大雪による豪雪災害の教訓から、シーズン中の緊急時の作業や、もしも

除雪業者の機械が破損したりした場合にも備え、当面の間、機械の確保はやむを得

ないものというふうに考えてございます。  

 また、公道に限らず町が管理する施設の駐車場も、役場やエコールみよた、公園

などに多数ございますが、各公園駐車場やＢ＆Ｇ駐車場などは、前面道路を担当す

る業者に除雪をお願いしてございます。駐車場も広く、除雪作業に要する時間もか

かるため、道路優先ではありますが、場合によっては、道路の除雪作業のおくれの

原因にもなる可能性もございます。  

 各施設の駐車場の除雪作業については、職員が直営で作業すれば早期に道路交通

の確保にもつながりますし、緊急時の対応なども考えますと、人員体制づくりや除

雪機械の購入については、全体的に考えていく必要があるというふうに思われます。
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今後も状況を見ながら、需要バランスも考えて検討してまいりたいと思います。  

 以上です。  

○議長（古越  弘君）   小井土哲雄議員。  

○７番（小井土哲雄君）   ３カ月で１０５万、維持費が毎年１６万とか、そのぐらいだっ

たら、緊急防災的な考え方からも考えていただく必要があると思っております。  

 一言だけ言ってこの質問を終わりますけど、八千穂では、除雪時、防災無線かと

思いますが、放送で除雪に伴う道路脇に盛り上がる雪に関しては、各自で協力をお

願いしたいというような放送もしているようですけど、今後、御代田町でも、町報

やまゆりだけの紹介ではなく、そのようなこともやっていただきたいと思います。  

 ３点目入ります。  

 新生活改善の普及を。生活改善普及活動が始まり相当の年数がたちますが、当町

を含む広域では歴史的には浅いと感じます。そのような中、新生活改善運動が一部

始まり、その必要性が求められていると思われます。広域的に普及を、当町がリー

ダーシップをとり進めることを念頭に質問いたします。  

 この質問は、前回１２月定例会一般質問におきまして、冒頭挨拶の中で申し上げ

ましたことでございますが、新生活改善運動の普及に役立つことからしますと、正

式に一般質問としてお聞きし、議会だよりも掲載し、多くの方に御理解をいただき

たい、普及の一助となればとの思いからでございます。  

 近年、生活改善による葬儀が主流となっていますが、その形式は、喪主側にかか

る負担軽減となりよいことと考えます。生活改善運動が定着している昨今ですが、

新生活改善運動の趣旨から、返礼品を辞退しますと、香典袋の左隅に書かれた香典

袋を目にする機会があります。こちらです。裏もあります。察するに、会葬お礼の

はがきだけお持ち帰りいただき、お茶であるとか、コーヒーあるいは不祝儀袋のセ

ットですとか、それぞれのお返しの品がありますが、それを受け取らずに帰られて

いるかと思います。そういう意味におきましては、香典袋に、返礼品辞退と書かれ

ていなくても、返礼品も受け取られない方もいるかと思います。葬儀とは金銭的負

担が大きいものであり、新生活改善方式の意味と意義が葬儀を執り行った方にはそ

の思いがよくわかるのではないでしょうか。それぞれの皆さんがそれぞれの思いで

のおわかれの場で１ ,０００円の香典が、いわゆる半返しの５００円のお返しを果

たして望んでいるかと考えますと、そうではないと感じました。  
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 私は、昨年９月、父の葬儀後、十数件ありました葬儀では、生活改善で参列させ

ていただいた場合、会葬お礼のはがきだけ頂き、返礼品は受け取らないように心掛

けています。御霊前として１ ,０００円がそのまま遺族にお渡しできるのか、返礼

品５００円を引かれた残りの５００円が遺族に渡るのでは、その人数にも違いあり

ますが、尐しでもお役に立ちたいとの思いも、新生活改善の考えにはあると思いま

す。  

 そこで、新生活改善運動をより一層普及するには、所管である教育委員会の中の

中央公民館が音頭を取り、広域での普及に御尽力をいただきたいと思いますが、教

育委員会のお考えをお聞かせください。  

○議長（古越  弘君）   内堀教育次長。  

（教育次長  内堀岳夫君  登壇）    

○教育次長（内堀岳夫君）   お答えいたします。  

 まず、最初に、新生活改善運動の中身について申し上げたいと思います。  

 佐久地区では、昭和４６年ごろから、各自治体の公民館が運営する市町村生活改

善委員会により申し合わせ事項の確認と実行可能な内容の情報交換を行ってきまし

た。申し合わせ事項のうち、現在でも取り組みが定着しているものとしては、葬儀

においては、香典は１ ,０００円以内とすること、それから、灰寄は近親者を中心

にして、簡素に行うことなどがございます。  

 このほかに、新盆見舞いの申し合わせ事項であります、祭壇は、家に上がらなく

てもよい場所に設置する、それから、御香料は頂かない、お返しはしないなどにつ

きましては、現在も毎年広報やまゆり、それからホームページを通じて啓発を行っ

ております。それから、公民館のほうでは、新盆見舞いについては、張り紙を配布

して普及に努めているところです。  

 進めていく考えがあるかということでございますが、現在でも、佐久地区の公民

館の会議というものがございます。この中で、やはり、新生活改善運動について、

最近話題に上がってませんけど、またそれも話題に上げて、改めて普及推進が努め

られるように考えていきたいと思います。  

 以上です。  

○議長（古越  弘君）   小井土哲雄議員。  

○７番（小井土哲雄君）   ぜひ普及に御尽力の音頭を取っていただきたいと思います。  
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 今答弁がございました、新盆見舞いは相当根づいていて、皆さん手ぶらという言

い方がいいのか何も持たないで行って、御焼香だけというようなことが根づいてい

るかと思います。それもすばらしいことかと思います。  

 ただ、普及に当たっては、このようなものなんですが、新生活改善運動の趣旨を

香典袋に印刷されたものが必要だと考えます。これ群馬県なんです。群馬県では、

中央公民館、コンビニで印刷された香典袋が手に入るようになっておりますが、何

かお考えがございましたらお願いします。  

○議長（古越  弘君）   内堀教育次長。  

○教育次長（内堀岳夫君）   お答えいたします。  

 今、群馬県高崎市のやつを見せていただきました。それで、県内の状況をちょっ

と調べたところ、近くでは、須坂市がやはり新生活運動を推進するということの中

で、そういった袋を用意して、印刷を行いまして、市役所の窓口で販売していると

いうことでございます。１袋１０円で、年間約５ ,５００枚ほど販売実績があると

いった状況でした。  

 御代田町のほうでは、須坂市や高崎市のように、そういった袋を今印刷して用意

して対応するということは、ちょっと現段階では考えておりませんが、議員と同じ

ように、そういった考えを町民の皆さんが希望しているのであれば、香典袋の表面

にあるように、新生活改善運動の趣旨に賛同し、お返しを辞退しますといったよう

なスタンプの形で押せるようにすれば、そういったものの趣旨と同じになりますの

で、そういったものを公民館に用意すれば、そういった対応可能になるのかなと思

いますので、そういったことをちょっと考えてまいりたいと思います。  

 以上です。  

○議長（古越  弘君）   小井土哲雄議員。  

○７番（小井土哲雄君）   とってもいい提案で、なかなか私もこれ、パソコンあんまり得

意なほうじゃないんですけど、得意な人に聞いたら、これをパソコンで印刷するっ

て大変だよというようなお話でした。  

 高崎市、私がお世話になっている太鼓の先生に送ってもらったんですが、もう１ ,０００円

って打ってあるんです。新生活運動に御協力を。新生活運動は、住みよいまちづく

りのため、身近な生活課題に取り組む市民の皆さんの手によって推進していく住民

運動です。高崎市新生活運動協議会って入ってまして、裏に書いてない、こういう
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ものもあるんです。これも印刷されたものなんですけど、これどうやって、私、手

に入れたかちょっと忘れちゃったんですが、一般的に私みたいなこういうものでご

ざいました。それが刷るのが大変なものですから、今、教育次長おっしゃったよう

に、判子で中央公民館あるいは各分館、公民館にもしそろえていただけることがで

きれば、町民の皆さん、多くの方が利用するんじゃないかと私は思っております。  

 また、この運動の内容を私の友人にお話ししました。私は返礼品をもう受け取っ

ていないと、そしたら、それはいいことだなと同調する方が多くなってきておりま

す。中には、５ ,０００円あるいは１万円の香典であっても、返礼品を辞退してい

る方も私の友人でいるんですが、そこまで私も求めてはおりませんが、それぞれの

考えがあると思いますので、個人個人にお任せでよいかと思います。  

 この新生活改善はぜひ多くの皆さんに普及すべきと思い、また、広報活動の一助

となればとの考えもあり、今回の質問となりました。今後、御代田町公民館の主導

のもと広域で普及になることを望み、終わります。  

○議長（古越  弘君）   以上で、通告６番、小井土哲雄議員の通告の全てを終了しました。  

 この際、暫時休憩します。  

（午前１０時５８分）  

（休   憩）    

（午前１１時１０分）  

○議長（古越  弘君）   休憩前に引き続き、本会議を再開し、一般質問を続行します。  

 通告７番、池田健一郎議員の質問を許可します。  

 池田健一郎議員。  

（１３番  池田健一郎君  登壇）    

○１３番（池田健一郎君）   通告７番、議席番号１３番、池田健一郎です。久々の質問で

尐し上がっております。よろしくおつき合いのほどお願いします。  

 さて、先ほども小井土議員からのほうの挨拶の冒頭にもありましたけれども、県

の防災ヘリが訓練中に国内最悪の事故を起こしてしまい、９名の尊い犠牲者が出て

しまったことについて、心から哀悼の意を表します。また、残された御遺族の皆様

方に心からお悔やみを申し上げます。  

 本題に入りますが、最近、日本中の市町村が人口減尐に悩み、国を挙げて人口対

策あるいは地方創生を旗印にさまざまな事業を打ち出しております。当町において
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も、２万人都市構想のダイジェスト版で人口ビジョン総合戦略４基本を目標とした

企業誘致や町の中心部の住宅開発等、積極的に事業を進めてきております。しかし、

他町村に比べると、こういった事業も若干打つ手がおくれているのではないかと思

われますけれども、それでも、動き出したことは喜ばしいことであります。きょう

は、その中でも空き家対策でどのように人口増加につなげる取り組みができるか、

こういった点について質問をしてまいります。  

 空き家の対策というのは非常に難しい問題だと思いますけれども、よろしくみん

なで知恵を絞って対応していければと、こんなふうにも考えております。  

 昨今、町でも、空き家対策について、県の補助を受けて約５６０万ほどでしょう

か、これで空き家の実態調査が実施され、発表されております。本来でしたら、建

設水道課のほうから細かい数字を報告いただければよろしいんですけれども、時間

の都合もありますので、割愛させていただいて、私のほうから主だった数字だけを

かいつまんで拾い出してその質問の中に入れていきたいと、こんなふうに思ってお

ります。  

 空き家対策の対象は、無住人化になり、長期間放置されて倒壊のおそれがある危

険な状態になる建物、また、無人化が長期化にわたるために、野生動物のすみかに

なったり、衛生面で問題があり、解体除去が必要な建物と、尐し手を加えるだけで

十分に利用していけるものと、この２種類に分けることができるものと思います。  

 家屋は所有者にとって長い生活の拠点であり、生活の記録である尊い資産でもあ

って、他人が勝手にやゆするものではありません。したがって、気をつけて、こう

いった発言をしていきたいと思っております。  

 昨年、建設水道課でまとめてくれました主なる数字を申し上げますと、空き家と

判定できる建物で、町で固定資産登録の中の１万２ ,０９７棟のうち３９８棟、率

でいうと３ .３％が空き家としてカウントされております。全国の状況を見ると、

つい最近発表された空き家の数は８２万戸、１３ .５％のようです。ちなみに、長

野県の場合は、山梨県に次いで１９ .８％と全国で２番目に多い県のようです。そ

れに比べますと、当町は３ .３％、町村の土台が必要でないんで、必ずしも一致す

るあれではないんですけれども、そうはいっても、比較的まだ空き家の進行といい

ますか、進みぐあいが尐ない町だというふうに思ってもいいかと思います。  

 この間の調査の中で、Ａランク、いわゆる小規模改装で再利用できる可能性のあ
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るお宅が３１９戸で８０ .２％を占めておると。それから、ちょっと危ないよと、

Ｃランクには、直ちに倒壊はしないが損傷が激しいと、こんなふうにランクされた

建物が１６戸、４％となっておるようです。  

 このように、空き家の状態がわかってまいりましたが、その後、空き家バンクと

いうものを町のほうでも進めておるようですが、この空き家バンクの事業の進行状

況についてお聞かせください。  

○議長（古越  弘君）   荻原企画財政課長。  

（企画財政課長  荻原春樹君  登壇）    

○企画財政課長（荻原春樹君）   空き家バンクの状況について御説明をさせていただきま

す。  

 空き家バンクにつきましては、昨年の３月に専用のホームページを新たに開設を

しまして、運用を開始したところでございます。現在の状況ですが、空き家バンク

へ登録となった物件は全体で１１件ございまして、そのうち、成約した件数は４件

となってございます。４件の内容につきましては、町内アパートから転居をされた

方が１件、３名の方、御家族で転居をされております。また、佐久市からの転入と

いうことで１件ございまして、こちら１名の方であります。静岡県からの転入も１件

ございまして、こちらも１名の方、転入をいただいたといった状況です。そのほか

の１件でございますが、こちら町外の不動産業者のほうが購入をされたと、以上の

４件の成立がございました。  

 また、空き家バンクに登録された物件を利用したいという申請者が９名いらっし

ゃいまして、先ほど申し上げました４件のうちの１件でございますが、成約になっ

たということでございます。まだまだ件数的には尐ないものでございますが、移住・

定住に直接つながる施策であると考えているところであります。  

 なお、広報紙への掲載、固定資産税の納税通知書への依頼文書の同封ですとか、

昨年度末に建設水道課の都市計画係が行った空き家実態調査のアンケートの中から、

空き家バンクに興味があると回答した方へ依頼文を送付させていただいております。  

 空き家はあるのに登録件数がなかなかふえないということにつきましては、資産

として持っていたい、あるいは建物の修繕費用のめどが立てば利活用したいという

理由で、そのままになっている空き家もあるような状況であります。引き続き、広

報紙への掲載や固定資産税の納税通知書への依頼を同封するなど、登録を促進して
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いきたいというふうに考えているところであります。  

 以上です。  

○議長（古越  弘君）   池田健一郎議員。  

○１３番（池田健一郎君）   登録がまず余り進まないということと、それに対する利用者

が思うように伸びてこないというふうな状況の報告がありました。  

 先ほどの課長のほうからの説明でも、広報についての問題は、きのうも同僚議員

の質問の中でも広報での対応を検討していくというふうなお話がありました。これ

からダブるところがいろいろあろうかと思いますので、そういうところは割愛して

いただいて結構ですので、よろしくお願いします。  

 佐久市の場合は、これ平成２０年ごろよりこの空き家の対策事業を起こして、か

なりの成果を上げているというふうに報道されていますので、御代田町においても、

この空き家対策というものをしっかりやっていっていただきたいんだと、こんなふ

うに思います。  

 また、町の調査の結果、空き家の使用状況を尋ねると、使っていないという答え

が４６％もあって、非常にもったいない話だと思います。また、利活用の意向を聞

くと、利活用していきたい、あるいは条件次第では活用していきたいと、合わせる

と６２％の方々が答えていらっしゃいます。  

 そんな中で、きのうもちょっとリフォームについての話題がありましたけれども、

町では、今議会に、リフォーム補助あるいは支援として１００万の予算づけがされ

ました。また、国でもこういった空き家対策特例措置法だとか出して、いろいろと

リフォーム、あるいは空き家を活用していくという方法の策が出されております。

こんな点で、御代田町は、こういった国あるいは県の策を抱き合わせて、今の町単

独で出した１００万のリフォームというだけじゃなくて、もう尐し使い勝手のいい、

リフォームするについて、みんなが、ああそれならやろうというふうな策を講じて

いく必要があろうかと思いますが、その辺どんなふうに考えられますか。  

○議長（古越  弘君）   大井建設水道課長。  

（建設水道課長  大井政彦君  登壇）    

○建設水道課長（大井政彦君）   お答えいたします。  

 空き家対策につきましては、平成２７年度中に、空き家実態調査の実施のほか、

庁舎内において空き家等対策推進委員会を立ち上げました。空き家等のもたらす問
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題の解消、また、有効な対策の立案等を目指して設けたもので、企画財政課を初め、

総務課、産業経済課、町民課、税務課、保健福祉課及び建設水道課の関係部局の各

係長で組織しております。これは、空き家対策という課題が非常に多岐にわたるも

のであり、移住・定住や防災、住宅環境のほか、所有者情報の管理、法律的な扱い

など、関連のある部局により構成しております。  

 平成２８年度中、この空き家等対策推進委員会において、さきの空き家実態調査

の結果を踏まえ複数回の検討を重ねてきました。実態調査を通じて、空き家の所有

者は、アンケート回答者の６割以上の方が、先ほどおっしゃられたとおり、利活用

の意向をお持ちであるということ、一方で、空き家の半数以上が何らかの修繕、改

修等が必要な状態であるということが把握できたことから、改修等についての支援

策の必要性があるというふうに判断しまして、主に改修等への補助、制度について

検討をしてまいったところでございます。  

 委員会における検討の成果として、空家改修等補助金交付要綱を作成し、現在、

平成２９年度から制度開始に向けて準備を進めているところでございます。制度概

要といたしましては、おおむね１年以上利用されていない空き家に定住をしようと

する場合、そのための改修や家財等の整理に要する費用について、一定割合の補助

を行うものでございます。  

 抱き合せというお言葉もございましたが、耐震補強工事等も含めまして、県のほ

うでもやっていますが、そういったところも抱き合わせても可能というふうにして

ございます。申請できる方につきましては、そういったところも加味しながら活用

していただければというふうに考えてございます。  

○議長（古越  弘君）   池田健一郎議員。  

○１３番（池田健一郎君）   今課長の説明いただいたように、町の単独の事業だけだとな

かなか金額的にも無理があるんで、そういった県、国、こういったところとの抱き

合わせの使いやすい制度といいますか、こういったものを構築していっていただき

たいと、こんなふうに思います。  

 最近、南相木村では、古民家を改造して、移住体験、これをしてもらう取り組み

を行っておる、こんなようなことが最近新聞で紹介されました。これは、古民家を

町が購入して、移住・定住体験施設として短期間利用してもらって、移住や定住に

つなげる事業のようです。これは、浴場の修理や暖房の施設、こういったものを改
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造して約５２０万を使い、そのうち国の助成を２３０万ほど──失礼しました。

５ ,２００万ほどかけ修理をやって、２ ,３００万ほどをこの補助で賄っていくとい

うふうな話でしたけれども、当町においても、こうした取り組みは考えられないの

か、今、クラインガルテン事業がちょっと難航してますけれども、移住・定住体験

を提供する施設として、空き家をこのような考えで移住・定住対策の施設として改

造、提供する考えはないかお聞きしたいと思います。  

○議長（古越  弘君）   荻原企画財政課長。  

○企画財政課長（荻原春樹君）   それでは、私のほうから回答をさせていただきます。  

 移住体験施設の整備としまして、地方創生の拠点整備交付金によりまして、町の

教員住宅を改修し、施設整備をとの考えから、整備費を見積もりを行いまして検討

した経過もございます。しかし、この検討をさせていただきましたけれども、御代

田消防署の近くにございますクラスベッソという施設があることを知りまして、こ

の施設につきましては、雄大な浅間山を仰ぐ大自然に囲まれた当町の魅力を実際に

見て、泊まって、体験できる施設となっておりまして、このような民間の力によっ

て移住に結びつけることも十分可能なのかなということで、一旦この拠点整備交付

金の申請を見送った経過等がございます。  

 議員の御提案いただきました南相木村の古民家を改修した移住体験施設につきま

しては、村役場近くにある築１５０年以上の古民家であった空き家を購入し、先ほ

ど金額ござましたが、５ ,２００万円の改修事業により事業実施しているというこ

とでございます。最長で１週間程度の滞在を想定し、希望者に無料で使っていただ

き、移住につなげていくものと聞いております。  

 改修費のうち約２ ,３００万円は、国土交通省の空き家総合対策支援事業交付金

を活用したとのことでございます。このように、国からの交付金があるとはいえ、

非常に多額な取得費や改修費をかけ整備をする事業となります。当町といたしまし

ては、まず当初予算に計上しました空家改修補助金の実施や２８年度事業実施をし

ております宅地の確保事業を優先して取り組んでいきたいというふうに考えており

ます。  

 なお、南相木村におけるこの事業につきましても、視察等をして研究をしていき

たいというふうに考えております。よろしくお願いします。  

○議長（古越  弘君）   池田健一郎議員。  
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○１３番（池田健一郎君）   こういった事業で民業を圧迫するということは、これちょっ

と考えなきゃいけないことですけれども、まだまだ、例えば、農村地帯には、もっ

と都会の人たちに体験していただきたい施設というものはたくさんあるんじゃない

かと思うんです。こういったものの掘り起こしを、たとえ１棟でも２棟でもつくる

ことによって、そこから御代田町のよさを体験していただける方々が出てくれば、

これは、町の人口増対策として十分寄与できるものじゃないかと思いますので、こ

れからも、これでおしまいではなく、どんどん進めていっていただきたいと、こん

なふうに思います。  

 次に、解体しなければならない建物や解体を希望するがなかなか着手できないと

いう理由の一つに解体費が自己負担できない、負担が重過ぎるというふうなことや、

もう一つ、解体して更地にすることによって、国の税率、固定資産税が変わるとい

うふうなこの２つの足かせがあろうかと思います。解体の費用の問題については、

先ほど来いろいろお話ししてまいりましたけれども、固定資産税の税率が変わって

いく、変わらざるを得ないというふうなことについて、町では何かの方法で対応で

きないものかどうか、その辺のところについてちょっとお聞きしたいと思います。  

○議長（古越  弘君）   大井建設水道課長。  

○建設水道課長（大井政彦君）   お答えいたします。  

 解体に必要な物件に対してよい手だてということでございますが、一口に空き家

と申しましても、その状態は実にさまざまでございます。建築経過年数、管理状況、

所有者や相続人の御事情等さまざまな要素により現在に至っているものと思われま

す。その中でも、特に老朽化が進みかつ適正に管理されていない空き家につきまし

ては、場合によっては、周囲に影響を及ぼす危険な状態になり得るというふうに思

われます。  

 危険な状態の空き家等につきましては、対処をするために、そういった法律が２つ

ほどございます。  

 一つは、平成２７年５月に施行された空家等対策特別措置法では、そのまま放置

すれば倒壊等、著しく衛生上有害となるおそれのある状態、その他、周辺の生活環

境の保全を図るために、放置することが不適切である状態にあると認められる空き

家等を特定空き家として認定するということができるとされてございます。特定空

き家等に認定しますと、周辺の生活環境の保全を図るために必要な行政指導等を行
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うこととなります。  

 もう一つといたしましては、建築基準法で保安上危険な建築物等に対する措置に

ついて規定がございまして、損傷、腐食、その他の劣化が進み、そのまま放置すれ

ば著しく保安上危険となり、または著しく衛生上有害となるおそれがあるというふ

うに認める場合について、保安上または衛生上必要な措置をとるよう行政指導等を

行うことができるという規定がございます。  

 法律上、危険な空き家等については、一定の措置が認められているところではご

ざいますが、実際の運用としましては、どんな状態であれ、先ほども議員冒頭にも

おっしゃられましたが、それは、やはり個人の財産でもあり、非常に慎重な対応が

必要となります。  

 建築物等の不動産は所有者の財産であり、その管理は所有者が行うことが原則で

ございます。そのことは、空き家等対策特別措置法にも、所有者の責務として、所

有者または管理者は周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空き家等の適切な

管理に努めるものとするというふうに規定されております。そうした原則がある中

で、通常空き家を含めた建築物や空き家等の管理等につきましては、実態として、

不動産業がございます。空き家があり、その敷地も含め使用されていない場合でも、

その場所に価値があると判断する方がいれば、その取り壊しから、跡地の売却もし

くは利用については、民間の経済活動として行われることが一般的というふうに思

われます。  

 ただし、全ての所有者にはそれぞれの事情があり、全ての空き家が適切に管理さ

れるとは限りません。また、全ての空き家が価値があると判断され、スムーズに処

分等が進むとも限りません。さまざまな理由等により、管理もしくは処分等が困難

な空き家も尐なくないというふうに思われます。空き家がクローズアップされる中

でも、自治体が空き家解体へ補助等を行うということは議論があるところでござい

ます。  

 近隣の事例についても、調査した限りでは、ほとんどないという状況でございま

した。その理由といたしましては、先ほどの所有者等が管理するという原則による

べきという点、個人の財産の管理または処分の財源に税金を用いるということがい

かがなものかという点、それを認めた場合、モラルハザード、いわゆる道徳的危険、

倫理崩壊が生じるがおそれもあるという点、そうした点において、多くの自治体に
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おいては非常に慎重な姿勢でございます。  

 当町におきましても、空き家は所有者等が管理するということが第一義だという

ふうに考えてございます。  

 先ほどの空家改修等補助金制度につきましては、そういった中でも、対象となる

事業の中に空き家を居住の用に供するための改修等の工事のほかに、家財道具等の

処分移転、改修等の工事に伴うものに限るものでございますが、そういった部分も

補助の対象とはしてございます。  

 建築の担当課といたしましては、建築物という視点から空き家の改修等という施

策を提案したところございますが、空き家等の課題は非常に多岐にわたり、御高齢

等の理由で空き家の管理が困難であるという場合には、福祉部門、また近隣の生活

環境への影響に関するということであれば、環境衛生部門、空き店舗や空き事務所

の活用等であれば、産業部門、利活用したいという希望のほか、空き家を人口増や

地域の活性化施策に利活用するなどということであれば、企画部門というように、

庁舎内において横断的に連携し、あわせて国や県の動向を注視する中で、全庁的に

総合的に判断して、必要とあれば、検討に参画、当課としてはまいりたいというふ

うに考えてございます。  

○議長（古越  弘君）   相澤税務課長。  

（税務課長  相澤  昇君  登壇）    

○税務課長（相澤  昇君）   税の観点から発言させていただきますが、本来、固定資産税

で、住宅用地というのは大規模住宅用地と一般住宅用地で、通常の宅地の評価額を

小規模住宅用地に関しましては２００ｍ ２まで６分の１で、評価額を６分の１で見

て税金を課税する、つまり、更地の宅地と比べますと６分の１の税金を払っている

ということになると思います。  

 ただ、本来、固定資産税の税法どおりにやりますと、住民登録されていない家に

関しまして、その土地につきましては、宅地、その６分の１の軽減を受けられない

ものであるんですけれども、そこをなかなか判断が難しいというところでできない

状況にあります。隣の軽井沢町に聞きますと、住民登録していないものについては、

即６分の１の軽減はなくして宅地にすると、税金は上がるということになります。

都会で言われている家を取り壊すと税金が高くなるから空き家で残しておくんだと

いうのは、そういった部分で、行政側がなかなかその６分の１の軽減を外せないと
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いう状況に起因するものだと思います。  

 今、ちょっと企画財政課長とも話をしたんですけれども、そこの部分の税の課税

を、空き家についてというか、住民登録されていない、専用住宅でない宅地に関し

ての軽減を税法どおりに外していく方法をとりますと、空き家の放置というのはな

くなってくるのか、あるいは一つの施策として、その軽減はなくなるんですけれど

も、空き家バンクに登録していただいた宅地については、軽減措置をかけるという

ような町の施策を講じていけば、空き家バンクの部分になるんだと思います。  

 ただ、なかなか専用住宅でなくなったかどうかという判断が難しいところであり

ますし、今、セカンドハウスというところで、今までは、別荘として一般宅地とし

て課税していたものも、セカンドハウスということで、週に１回、月に１回と来る

ような家屋についても、セカンドハウスとして住宅用地の軽減をかけるようになっ

ておりますので、そういった部分と総合的に考えていくのが必要であろうかと考え

ております。  

○議長（古越  弘君）   池田健一郎議員。  

○１３番（池田健一郎君）   大変税法上でも難しい仕事だと思うんですけれども、これは、

あくまでも空き家というものをなくして、更地、あるいは新しくそれが利活用でき

るように、建物もそうですけども、土地もそうすることによって、新たな住宅地を

開発するとか、そういったような作業もなくなってくるんじゃないかなと、こんな

ふうにも感じます。  

 それから、先ほど建設水道課長のほうから説明がありましたけれども、空き家特

措法で、２０１５年に施行されてから、長野県ではこの行政執行が行われたのは高

森町で１件あるのみだそうです。したがって、まだそういった事業が法制化されて

も、事業が進んでいないというふうなのが実情ではないかと思います。  

 それから、次に、町では平和台の県住の未整備地の住宅地や町営住宅の跡地を住

宅分譲する政策を発表されています。これに、空き地、更地を分譲して売り出す、

そうすることによって、移住希望者が町に行う土地の整備で非常に安易に土地を購

入することができる。こんなふうなことができるので、これは住宅の建てやすい条

件をつくっていくことだとは思います。  

 しかし、これによって、今まで頑張ってきた宅建業者の皆さんの活躍の場も考え

なければいけないことだとも思います。このような事業は、町が分譲いろいろとい
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うような作業をすることによって、民業が圧迫されていくのではないかと、こんな

点について、町はどんなふうに考えるか、一つ町長にこの辺をお聞きしたいと思い

ます。  

○議長（古越  弘君）   茂木町長。  

（町長  茂木祐司君  登壇）    

○町長（茂木祐司君）   お答えいたします。  

 いずれにしても、町の行う事業というのは、町民に対しても何らかの利益、産業

化とか、地元業者の皆さんの育成につながるという方向性は非常に重要だというふ

うに思っています。ちょっとやり方についてはどうするかはまだ決めてはないわけ

ですけども、いずれにしても、町の不動産業者ですとか、家を建てるということに

なれば、町の建築屋、水道とかいろいろな業者さんおいでになりますので、そうし

た町の業者が潤うような方向性というものを探求してみる必要はあるかなと思って

おります。  

 以上です。  

○議長（古越  弘君）   池田健一郎議員。  

○１３番（池田健一郎君）   わかりました。いずれも、町の主導でそういった宅地分譲を

するなというような話は、先ほども申し上げましたように、宅建業者の皆さんにし

てみれば、今までのあれとは、我々がやってきたあれとはどうつなげて考えるんだ

いというふうな質問も受けております。その辺、気を使った行政をしていただきた

いと思います。  

 次に、空き家の所有者が今回の調査で６５歳以上が８５％を占めているのが現実

です。今後、所有者の年齢がどんどん高くなっていって、その人数も間違いなく増

加していくということが予想されるわけです。これは、所有者の所在地の確認が非

常に困難を極めてくる、こういった事態が発生してくるんではなかろうかというふ

うに予想されます。相続されていないまま資産が残されていると、場合によっては、

親子関係だけではなくて、おじさん、おばさん、あるいはその先まで所有者を割り

出していかなくてはならない、こんなようなことが発生するため、調査に非常に手

間がかかり、また、謄本をとるというような作業も、これは民間でやるにも大変な

ことです。したがって、この追跡調査等をするには大変なことがかかるため、民業

でこういった解体とか、所有者不在となった土地のいろいろを動かすことは難しい
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ので、そこで、今回、町では空き家バンクの事業を立ち上げておりますけれども、

このバンクも空き家に対して非常に細かい調査をして、今言った不動産所有者が不

在になってから対応するというふうなことではもう大変なことになるんで、もう事

前にそういったものを調査して、あるいはデータ化しておく必要があろうかなと、

こんなふうなことを感じます。  

 そこで、こういった事業をできる部署、こんなものを新設を提案するわけです。

これは、現業業務の中に組み込んでやるというふうになると、今、非常に皆人手が

足りんというふうなことでありますので、最近、流行りと言ったら怒られちゃうけ

れども、地域おこし協力隊というような制度ができてきております。こういった方

を１名を中心に、例えば、不動産に精通した人、あるいは地区の区長経験者、ある

いは司法書士、そのほか学識経験者などの年配者、こういった方々を臨時で勤めて

もらう組織づくりをして、こういったデータをまとめて、町のこれからの動きに資

するような活動を、事業を起こしていただきたいと、こんなふうに考えるわけです

が、この辺について、関係するところでお答えをいただきたいと思います。  

○議長（古越  弘君）   荻原企画財政課長。  

○企画財政課長（荻原春樹君）   新しい部署等のということでございますが、空き家バン

クの登録者についてデータ化して、そういったそのデータを相続等があってもでき

るようなというようなことの内容なのかなというふうに思いますけれども、町のほ

うでは、当然そういったところの情報は税務課のほうでもつかんでいたりするとこ

ろもありますので、そういった新しい部署というんですか、人材を確保してやるこ

とまでは必要ないのかなというようなことも感じられます。うまく言えないですけ

れども、そういった庁内の情報等をよく整理をした上で、そういったものが必要な

のかどうなのかということは、また総務課のほうとも検討しながら結論を出してい

ければいいかなと思います。よろしくお願いします。  

○議長（古越  弘君）   池田健一郎議員。  

○１３番（池田健一郎君）   今、こういった提案したのは、現実に役場の職員の中でこう

いった資産をお持ちの方、遠方にいらっしゃる方を探しながら行動しているという

ことは事実なんです。これは、非常に手間もかかり大変ことなので、もっと事前に

まとめて、例えば、今のあれですか、電話でも簡単に済む程度の資料をつくってや

っていけばというふうな提案をしたわけです。これから、皆さんがやっていく仕事
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の中で、こういったことは大した負担にならないよと。全然もう問題にならないよ

ということであれば、こんなことをする必要はありませんけれども、きっとこれか

らふえてくる、そういった状態で何らかの手を打っていかなければならないような

事態になってくるんではないかと、こんなふうなことを心配して提案しました。  

 それから、余り時間がもうなくなっちゃってますんで飛ばします。現在、町にあ

る古民家、いわゆる中山道やら北国街道沿いに建ち並ぶ歴史ある古い民家が、これ

は町の観光資源の一つともなっており貴重な財産でもあります。これらの建物につ

いて、今現在どのような管理をしているのか。また、古民家の所有者が、今、住居

として使われていないというようなケースもあるやに聞いております。ということ

は何年かすると、これも朽ち果てていくというふうなことが心配されるわけです。

こういった町の財産をこれからどのような形で守っていこうという考えを持ってい

らっしゃるのか。実際に小諸では、今、本陣の保存に大きなプロジェクトを組んで

対応しようとしております。御代田町では、これはどのような対応をとっておるの

か、とろうとしておるのか、その辺についてお聞きします。  

○議長（古越  弘君）   内堀教育次長。  

（教育次長  内堀岳夫君  登壇）    

○教育次長（内堀岳夫君）   それでは、お答えいたします。  

 今、池田議員がおっしゃるのは、多分小田井宿の関係のことだと思いますけど、

小田井宿につきましては、史跡として、小田井宿一帯を町一帯の町指定の史跡とし

ております。ですけど、それについては、建物個別については有形文化財といった

登録はしてございません。なお、この小田井宿につきましては、昭和５３年に県下

全域において長野県教育委員会によりまして、江戸時代の歴史の道調査というもの

がなされまして、そこの中で中山道の各宿場やその建造物、そういったものの実地

調査が行われました。そういったものを踏まえまして、同じく昭和５３年に町のほ

うで史跡としております。  

 それから、保護政策、どういった保護をしているのかということでございますが、

これもちょっと真楽寺とかの史跡については指定しておりますので、修理費用の４分

の１といった補助が出ますので、そういったもので保全しております。ただ、小田

井宿につきましては、指定しておりませんので、現在のところ、本陣については維

持管理料をお支払いして、御当主の方に維持管理をしてもらっているといった状況



２２２ 

でございます。  

 それで、最後に、こういった今現在住んでないところのそういったものの保全は

どうするのかということでございますけど、やはり町指定の文化財ということにな

ってしまいますと、釘１本打てないとか、そういったものが所有者の方にさまざま

な制限がかかって、指定されるのを敬遠されたといったケースもございます。やは

り、本人の意向というものが重要ですので、そういった本人の意向を踏まえまして、

それから、またその調査を踏まえて、そういった指定していくのか、そういったこ

とを検討していかなくちゃいけないと思います。  

 それから、あともう一つ、登録有形文化財という制度もございますので、こちら

のほうは、本人が申請してそういった文化財に登録してもらうという制度がござい

ます。そのほうは、まだ指定よりか緩いものでございますので、そういったものの

活用も含めて保護していければいいのかなというふうに考えております。  

 以上でございます。  

○議長（古越  弘君）   池田健一郎議員。  

○１３番（池田健一郎君）   今、一番最後に説明のあった、本人が指定するというふうな

制度を利用するためにするということであれば、本人がしなければ、そのお宅、あ

るいは建物、こういったものは朽ち果てていくということが考えられるが、それは、

教育委員会としてはいいという判断ですか。私が一番心配するのは、ああいったも

のは、長い間風雪に耐えてここまで残ってきた大切な文化財だと思うんです。した

がって、それらを保護していく、そのために、あれはたしか個人の資産ですけれど

も、個人が何かすればいいということではなくて、町がもう尐し手を出すというふ

うなことをする必要がないですかと、こんなふうに聞いているわけです。  

○議長（古越  弘君）   内堀教育次長。  

○教育次長（内堀岳夫君）   町としても、まるきりあそこの建物がなくなって朽ちていく

というのは困ります。そういったことはありますので、本年度なんですけど、これ

も長野県の調査が、今、町のほうに入っておりまして、そういった調査をしており

ます。そういったものの結果も踏まえまして、町としても、そういった文化財の保

護に努めていきたいと考えております。  

 今、小田井宿のこの建物をどうするこうする、単体の建物をどうするっていうの

はちょっと答えられないんですけど、いずれにしても、あそこも一つの観光資源に
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もなっておりますし、史跡にもなっておりますので、そういった保護はしていかな

くちゃいけないというふうには考えております。  

 以上でございます。  

○議長（古越  弘君）   池田健一郎議員。  

○１３番（池田健一郎君）   いろいろ苦しい答弁してくれますけれども、いずれにしても、

これは県がやらないから、うちは御代田はここまでだというふうな線引きはこれ困

ることなんです。町の実情に合った、そういった保存政策といいますか、こういっ

たものを立てて保存して、それで、町の人みんなが見て、ああよかったと、きちん

と残してもらってよかったというような形を行政の中でやってほしいと、こんなふ

うに思うわけです。よろしくお願いします。  

 それから、次に、誰もが健康で長生きしたい、これは誰しも望むところですし、

加えて、人のやっかいにならないで、この世をおいとましていきたいと、これは全

く私も高齢者の仲間入りをした一人で、そのような考えは本当に本音です。  

 こうした事態にもろもろ手を打ってきております。保健福祉課の事業は、他町村

と比べて決して劣るものではありません。むしろ先を行っているのではないかとい

うふうに承知はしています。高齢者の医療費とか保険料いろいろについては、前々

の質問の中でお答えいただいてありますけれども、まだ、御代田町は、県内高齢化

率も２５ .７％と南箕輪村に次いでまだ若いほうの町になっておるようです。この

ような数字はまだまだ、今だから言っておられることですけれども、これから本当

に高齢化がどんどん進む中で、こういった長期の療養しようとするような、例えば

生活習慣病、こういったものを抑えていくために、これからどんな政策をとってい

くのか、時間がありません、簡単にお答えいただければと思います。  

○議長（古越  弘君）   古畑保健福祉課長。  

（保健福祉課長  古畑洋子君  登壇）    

○保健福祉課長（古畑洋子君）   それではお答えいたします。  

 簡単にということでございますので、健康寿命の延伸対策としましては、健康習

慣病対策の推進と、やはりあと介護予防の推進というその２点でございます。その

辺を尐しお話しても大丈夫でしょうか、それはだめですか。じゃあその２点でござ

いますので、よろしくお願いいたします。  

○議長（古越  弘君）   池田健一郎議員。  
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○１３番（池田健一郎君）   そういった事業の中で、いろいろ町の皆さんが存じているの

は、ロコモティブシンドローム、この活動が各区、町中の保健補導員の皆さんによ

って進められているわけですけども、この活動が、いわゆる運動機能障害を抑えて

いくというふうな事業として非常に役に立っているのかと思ってます。こういった

意味で、今後この活動はどのように進めていくのかもお願いします。  

○議長（古越  弘君）   古畑保健福祉課長。  

○保健福祉課長（古畑洋子君）   お答えいたします。  

 このロコモティブシンドロームの事業でございますけれども、やはり、どうして

も運動機能低下ということで、介護に受ける方が多くなるということを中心に、そ

ういった予防を含めて実施をしているものでございます。こちらの事業につきまし

ては、理学療法士、ポールウォーキング指導者を講師としまして、全地区において

年２回開催しておるもので、今年度は３３回、３１６名ほどが受診しております。

この教室では、やはりポールを使った歩き方の指導、日常生活の中で実践継続でき

るような働きをできる機会としております。  

 対象者の中で、やはり膝関節症や腰痛がある方がいらっしゃいまして、そういう

方たちに対しましては、理学療法士が個別に運動指導を行い、無理なく運動ができ

るよう支援をしております。  

 具体的な効果でございますけれども、すぐ目に見えるものではございませんで、

現時点では事業評価をまだ十分行っているわけでございませんので、その辺のとこ

ろはお答えできませんけれども、やはり、参加者からは膝に負担が尐ない歩き方が

わかったとか、やはり個別相談で自分に必要な運動の仕方が理解できたなどの声も

いただいております。  

 今後、この事業につきましては、事業評価を行う中でよりよいものに内容を検討

してまいりたいと考えております。  

 以上でございます。  

○議長（古越  弘君）   池田健一郎議員。  

○１３番（池田健一郎君）   保健福祉課長のほうにはゆっくり説明していただければよろ

しんですけど、時間がなくて申しわけありません。  

 健康マイレージ制度というのが、県の指導になりましょうか、いろんなものを組

み立てて各自治体がこれを実施していくというような制度だと思いますけれども、
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御代田町でも、かつてこれに似たような介護ポイントを集めて、それが個人の得点

として何かの個人的な利益が得られるような制度があったように思います。これは

包括でやっていた仕事だと思うんですけれども、つい最近、やまゆりにも、高齢者

支え合いポイントなどの制度を発表してくれております。これからこういった高齢

者支え合いだけでなくて、健康増進のための事業、何か計画があれば簡単に説明い

ただきたいと思います。  

○議長（古越  弘君）   古畑保健福祉課長。  

○保健福祉課長（古畑洋子君）   お答えいたします。  

 健康マイレージ制度というふうなことで、いろんな自治体で取り組んでいるとこ

ろもございますし、近隣でしたら、上田市、東御市が行っているところでございま

すが、こちらの事業につきましては、やはりこの事業を導入した目的でございます

が、特定健診の受診率を上げるというような目的がかなりウエートを占めておりま

す。  

 東御市の状況を聞きましたけれども、２６年度から導入しておりまして、健診受

診率が、平成２７年は４５ .２％で、前年度より１ .２％上昇したということでした

が、やはり、利用される方が６０代から７０代の方が多かったため、若年者への受

診勧奨は難しかったということでございます。  

 また、上田市につきましても、受診率の変化は見られなかったということです。  

 当町としましても、この特定健診の受診率の向上のために、やはり効果的な方法

については模索していかなければいけませんが、現在当町で行っているのは、未受

診者対策としましては、個別訪問や電話による受診勧奨等で対応しているものでご

ざいます。平成２７年度の受診率は４７ .６％で、前年度より４ .４％、１２０人ほ

ど増となっております。このような面から考えますと、当町といたしましては、受

診率の向上に向けた健康マイレージの制度については注目はしていきますが、現時

点ではすぐ導入するということは考えておりません。  

 以上でございます。  

○議長（古越  弘君）   池田議員に申し上げます。制限時間になります。まとめてくださ

い。  

○１３番（池田健一郎君）   早急にそういった事業を、他町村を真似てやるんじゃなくて、

じっくりと腰を据えて、当町の実情に合った政策をこれからは組んでいっていただ
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きたいと思います。  

 これからいろんな事業に対しても、重症化これらを防ぐための対応を我々も手を

出してやっていかなきゃいけないと思っています。健康寿命を延ばすことは行政に

頼ることだけでなくて、いかに自覚して行動するかと、こんなようなことも承知し

ております。はしょった質問になっちゃったかもしれません。これで終わります。  

○議長（古越  弘君）   以上で、通告７番、池田健一郎議員の通告の全てを終了します。  

 以上をもちまして、一般通告質問の全てを終了します。  

 本日はこれにて散会します。  

 御苦労さまでした。  

散  会  午後  ０時１２分  

 


